
UPZ内防護措置に備えた放射線防護資機材の備蓄・供給体制

 UPZ内住民の一時移転等において住民搬送を担う輸送事業者等には、原則、緊急時に設置する一時集結拠点で
放射線防護資機材を配布。（UPZ内の輸送事業者等には個別配布）

 一時集結拠点では、放射線防護資機材の使用方法に関する説明のほか、避難者搬送等の業務が、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ
における直近の観測結果等を基に、被ばく線量の管理目安である積算1mSvを下回ることをあらかじめ確認。

 また、PAZ同様、平時から放射線防護資機材の使用方法に関する訓練・研修を定期的に実施。

一時集結拠点
北薩地域振興局出水庁舎、

姶良・伊佐地域振興局本庁舎、

鹿児島地域振興局日置庁舎

一時集合場所等

住民の一時移転等を実施

資機材の搬送

住民搬送等を担う輸送事業者等に対する
放射線防護資機材の配布体制

輸送事業者等

連絡・調整

住民搬送を担う事業者

資機材の受取

放射線防護資機材備蓄拠点

川内ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ、鹿児島県庁舎、

鹿児島県環境保健センター

資機材備蓄拠点
もしくは活動拠点
等にて資機材の
受取

移動
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資機材の受取

PAZ

鹿児島県・
資機材搬送を担う事業者

資機材備蓄拠点

鹿児島県庁

資機材備蓄拠点
県環境保健ｾﾝﾀｰ（環境放射

線監視ｾﾝﾀｰ鹿児島市駐在）

一時集結拠点

鹿児島地域振興局日置庁舎

一時集結拠点

北薩地域振興局出水庁舎

一時集結拠点

姶良・伊佐地域振興局本庁舎

資機材備蓄拠点
川内ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

UPZ

鹿児島県原子力災害対策本部
かごしまけん

かごしまけん

せんだい かごしまけん

かごしまけん

ほくさつ いずみ

あいら いさ

かごしま ひおき

かごしまけん

かごしまし

あいら いさ

ほくさつ

かごしま ひおき



原子力事業者による放射線防護資機材等の支援体制

 原子力事業者は、放射線防護資機材を各原子力事業者で支援をするため、「原子力災害時におけ

る原子力事業者間協力協定」の内容を充実させて締結。

 原子力災害発災後の避難・一時移転等において、放射線防護資機材等が不足する場合、原子力

事業者は、保有する資源（要員・資機材等）を 大限供給し支援する。

資機材 数量

ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ（GM管） 360台

個人線量計 1,000個

全面ﾏｽｸ 1,000個

ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ 30,000着 ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ（GM管） ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ

主な備蓄資機材

全面ﾏｽｸ

原子力災害時における原子力事業者間協力協定※ （平成26年10月10日）

【協定事業者】
北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、
日本原子力発電、電源開発、日本原燃

【目的】
原子力災害時における原子力事業者間協力の円滑な実施を図り、原子力災害の拡大防止及び早期復旧
の一翼を担うことを目的とする。

【協力活動の範囲】
原子力災害時の周辺地域の環境放射線モニタリング及び周辺区域の汚染検査・汚染除去に関する事項に
ついて、協力要員の派遣・資機材の貸与その他の措置 等

個人線量計
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※本協定のほか、関西電力、北陸電力、中国電力、四国電力及び九州電力の５社間において「原子力事業における相互協力に関する協定書」

を締結（平成２８年８月５日）



ｱﾙﾌｧ米等（食） 飲料水（ﾘｯﾄﾙ） 毛布（枚） 簡易ﾄｲﾚ（基）
<括弧内は携帯型> 非常用燃料（個）

鹿児島県 23,994 19,648 1,584 35
<7,852> －

鹿児島市 56,500 150,408 37,600 0
<50,000> －

阿久根市 9,436 13,009 1,500 20
<－> 13

出水市 1,505 1,770 1,269 －
<70> －

薩摩川内市 30,027 4,552 615 －
<1,364> －

日置市 28,074 12,000 5,080 16
<－> －

いちき串木野市 8,910 3,000 230 0
<200> －

姶良市 3,550 － 656 227
<－> 1,615

さつま町 6,270 144 117 90
<－> －

長島町 913 360 400 －
<－> －

鹿児島県及び関係市町における行政備蓄

県及び関係市町の生活物資の備蓄状況

※上記物資備蓄数は概数。また、上記の他に、関係市町では食料、飲料水、常備薬、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資等を準備している。

 緊急時に備え、関係市町では、食料及び生活物資等の備蓄を実施。万が一不足等が生じる事態となった

場合、鹿児島県が調整を行い、県内の全市町や物資供給等に関する協定を締結している民間事業者等の

協力を得て、食料及び生活物資等を融通・供給。
 放射線防護対策施設においては、1,122名が生活できる食料及び生活物資等4日分を備蓄。
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令和2年4月１日現在
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鹿児島県及び関係市町における物資供給に関する協定

 備蓄物資が不足する場合に備え、鹿児島県及び関係市町は「災害時における物資の供給等に
関する協定」を民間企業等と締結。

協定の種類 内 容 締結民間企業等

鹿
児
島
県

災害時における
物資等の供給
協力に関する
協定

災害発生時におけ
る物資等の供給

（株）ﾀｲﾖｰ、（株）南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ、鹿児島
県ﾊﾟﾝ工業協同組合、（株）山形屋、（株）山
形屋ｽﾄｱ、ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾞ(株)、ｲｵﾝ
九州（株）、鹿児島県生活協同組合連合会、
NPO法人ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ、（株）ﾛｰｿﾝ、
（株）ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ、鹿児島県畳工業
組合、南日本段ﾎﾞｰﾙ工業組合、特定非営
利活動法人ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸかごしま

緊急・救援物資
等輸送に関す
る協定

災害発生時におけ
る緊急・救援物資
等輸送

（公社）鹿児島県ﾄﾗｯｸ協会

大規模災害時
の支援活動等
に関する協定

大規模災害時にお
いて、緊急通行車
両への優先給油及
び被災者や帰宅困
難者等への情報提
供等

鹿児島県石油商業組合

災害時における
緊急支援物資
の保管及び荷
役等の協力に
関する協定

災害時における緊
急支援物資の保管
及び荷役等

鹿児島県倉庫協会

災害時における物資の供給等に関する協定の締結状況

市町名 締結民間企業等

薩摩川内市
ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾞ(株)、ﾜｰﾙﾄﾞｻﾝﾌｰｽﾞ(株)、田中石油ｶﾞ
ｽ(株)、九州おひさま発電(株)、鹿児島県LPｶﾞｽ協会川薩支
部、NPO法人ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ

いちき串木野市
日之出紙器工業(株)、NPO法人ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ、鹿児島
県LPｶﾞｽ協会川薩支部

阿久根市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾞ(株)、NPO法人ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ、
(株)ｿﾌｨｱ、鹿児島県LPｶﾞｽ協会北薩支部

鹿児島市

(株)ｴｰｺｰﾌﾟ鹿児島、鹿児島県ﾊﾟﾝ工業協同組合、生活協同
組合コープかごしま、（株）ﾀｲﾖｰ、(株)ﾊﾙﾀ、（株）山形屋、
（株）山形屋ｽﾄｱ、（株）南九州ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ､ｲｵﾝｽﾄｱ九州(株)、
ｲｵﾝ九州（株）、ｺｶ・ｺｰﾗｳｪｽﾄ（株）、ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ(株)、
ｴｽﾊﾟｯｸｽ(株)、日之出紙器工業(株)、(株)ﾆｼﾑﾗ、(株)ﾌﾀﾊﾞ、平
和ﾘｰｽ(株)、NPO法人ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ、ﾐﾄﾞﾘ安全(株)、鹿
児島県LPｶﾞｽ協会

出水市
NPO法人ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ、
ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾞ(株)、ﾜｰﾙﾄﾞｻﾝﾌｰｽﾞ(株)、出水ﾀﾞﾝﾎﾞｰ
ﾙ(株)

日置市
日之出紙器工業(株)、生活協同組合ｺｰﾌﾟかごしま、NPO法
人ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ、ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾞ(株)、ﾜｰﾙﾄﾞｻ
ﾝﾌｰｽﾞ(株)

姶良市

ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾞ(株)、ﾜｰﾙﾄﾞｻﾝﾌｰｽﾞ(株)、鹿児島県
LPｶﾞｽ協会姶良霧島支部、(株)ｲｹﾀﾞﾊﾟﾝ、(株)ﾆｼﾑﾀ、(株)ﾅﾌｺ
ﾎｰﾑﾌﾟﾗｻﾞﾅﾌｺ姶良店、ｴｽ･ﾊﾟｯｸｽ(株)、Jﾊﾟｯｸｽ(株)、ｲｵﾝﾀｳﾝ
(株)、ｲｵﾝ九州(株)、ﾔﾏﾄ運輸(株)鹿児島主管支店

さつま町 鹿児島県LPｶﾞｽ協会川薩支部

長島町 NPO法人ｺﾒﾘ災害対策ｾﾝﾀｰ、ﾜｰﾙﾄﾞｻﾝﾌｰｽﾞ（株）、鹿児島県
LPｶﾞｽ協会北薩支部 90
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PAZ内避難時の物資備蓄・供給体制

【県防災研修ｾﾝﾀｰ備蓄】
・防災ｷｯﾄ（食料、携帯ﾄｲﾚ、
保温具等）：6,000個

・毛布： 1,584枚
・大人用紙おむつ： 1,490枚 等

【日本赤十字社鹿児島県支部備蓄】
・緊急ｾｯﾄ（携帯ﾗｼﾞｵ、懐中電灯等）：343個
・毛布：1,714枚
・見舞い品ｾｯﾄ（ﾀｵﾙ、肌着等）：10枚 等

PAZ

UPZ

【鹿児島市備蓄】
・ｱﾙﾌｧ米、乾ﾊﾟﾝ等：23,994食
・飲料水：19,648ﾘｯﾄﾙ
・毛布：1,584枚 等

避難施設
避難受入
人数（人）

ろうそう

滄浪
地区

総合体育ｾﾝﾀｰ武道館 374
よりた

寄田
地区

かごしまけん ほうざん

鹿児島県文化ｾﾝﾀｰ（宝山ﾎｰﾙ） 237

みずひき

水引
地区

かごしまけん ほうざん

鹿児島県文化ｾﾝﾀｰ（宝山ﾎｰﾙ） 405

県立図書館本館 406

かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ 1,565

みねやま

峰山
地区

かごしまけん

鹿児島県盲学校体育館 123

かいよう

開陽高等学校体育館 444

かごしまみなみ

鹿児島南高等学校体育館 628

合 計 4,182

PAZ住民避難先

（※）令和２年４月１日現在

 PAZからの避難住民約4,200人の受入れ時には、鹿児島市の備蓄のほか、鹿児島県防災研修ｾﾝﾀｰ、日本赤十字社

鹿児島県支部に備蓄された物資（食料等の生活用品）等を、鹿児島県ﾄﾗｯｸ協会等の協力を得て、避難施設に搬送する。

 鹿児島県及び関係市町が備蓄している物資が不足する場合、鹿児島県又は関係市町から、国の原子力災害対策本部に
対し物資調達の要請を行う。
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※ 一時集結拠点は、放射線防護資機材の一時集結拠点と同じ場所に設置

物資の調達・供給

 物資供給の迅速性を高め、国や他都道府県からの大量の支援物資を円滑に受入れ・仕分けし、避難先等に搬送
するため、物資を集積する物資集積拠点を設定。物資集積拠点では、地域のﾆｰｽﾞ等を踏まえて必要な食料や
物資を分別し、3ヶ所の一時集結拠点に輸送。

 一時集結拠点では、物資集積拠点から搬送された物資を地域住民の状況を踏まえて物資を供給。
あわせて、地域住民のﾆｰｽﾞ等を踏まえた物資供給に関する各種要請を行う。

 物資集積拠点・一時集結拠点は、防災業務関係者への災害関係情報の提供拠点としても活用。

PAZ

UPZ

一時集結拠点
ほくさつ

北薩地域振興局出水庁舎

一時集結拠点
あいら いさ

姶良・伊佐地域振興局本庁舎

一時集結拠点
かごしま

鹿児島地域振興局日置庁舎

避難先

避難先

避難先

・避難・屋内退避住民に対する政府の供給食料・物資の集積
・ボランティア団体等による食料・物資の集積
・オフサイト対応で必要となる放射線防護資機材
・追加で必要となる緊急時モニタリング資機材及び放射 線防護資機材
・災害関係情報（道路情報、緊急時モニタリング情報） 等

・避難先住民や屋内退避住民への食料・物資の供給
・緊急時モニタリング資機材及び放射線防護資機材の供給
・地域住民のニーズ等を踏まえた物資供給に関する各種要請
・災害関係情報（道路情報、緊急時モニタリング情報）

物資集積拠点（姶良・伊佐地域振興局霧島庁舎）

一時集結拠点（県地域振興局３庁舎）

国
等

避
難
先
・
屋
内
退
避
施
設
等

物
資
集
積
拠
点

一
時
集
結
拠
点

搬送

地域住民のニーズ
等を踏まえた物資
供給等を要請

搬送 搬送

住
民
の
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま
え
て
物
資
を
供
給

円滑な物流供給のための専門家の派遣
・協定締結事業者から広域物流拠点等に専門家を派遣
・物資の保管や荷捌き等に対する助言・指導 95

物資集積拠点
あいら いさ きりしま

姶良・伊佐地域振興局霧島庁舎

あいら いさ きりしま



物資関係省庁
関係業界団体等

民間企業

川内オフサイトセンター

(鹿児島県原子力防災ｾﾝﾀｰ)

原子力災害対策本部

（首相官邸）

原子力災害対策本部

（首相官邸）

鹿児島県災害対策本部

関係市町災害対策本部

よる行政備蓄
地方公共団体

による行政備蓄
一時集結拠点

物資集積拠点

避難先屋内退避施設 屋内退避施設等

PAZ内 UPZ内 UPZ外

国による物資（食料等の生活用品等）の供給体制

調達要請 回答

調達要請

回答

対応状況の報告

要請を伝達

物資調達の要請

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

調達・供給
の調整

ﾄﾗｯｸ会社・民間企業

調整

要請を伝達

 鹿児島県及び関係市町が備蓄している物資が不足する場合、鹿児島県及び関係市町から、国の原子力災害対策
本部に対し物資調達の要請を行う。

 要請を受けた、又は原子力災害対策重点区域内が混乱し要請を待ついとまがないと認められた場合等、国の原子
力災害対策本部は、物資関係省庁（総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省）に対しこの要請を伝達、又
は要請し、各物資関係省庁は所管する関係業界団体等に調達要請を実施し、物資集積拠点への物資搬送を行う。

原子力災害対策重点区域内
が混乱し要請を待ついとまが
ないと認められた場合必要と
判断し要請
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国による物資（燃料）の供給体制

 鹿児島県及び関係市町が備蓄している燃料が不足する場合、鹿児島県及び関係市町から、国の原子力災害対策
本部に対し燃料調達の要請を行う。

 要請を受けた、又は原子力災害対策重点区域内が混乱し要請を待ついとまがないと認められた場合等、国の原子
力災害対策本部は、経済産業省に対しこの要請を伝達、又は要請し、経済産業省は所管する関係業界団体等に
調達要請を実施し、原則として製油所・油槽所から一時集結拠点又は屋内退避施設や避難先への搬送を行う。

子ミスター

経済産業省
関係業界団体 等

製油所・油槽所

原子力災害対策本部

（首相官邸）

原子力災害対策本部

（首相官邸）

鹿児島県災害対策本部

関係市町災害対策本部

避難先

屋内退避施設 屋内退避施設等

PAZ内 UPZ内 UPZ外

供給要請 回答

供給要請

回答

要請を伝達
調達・供給

の調整

民間企業等

一時集結拠点

調整

中核ＳＳ等
※緊急車両の優先給油等

原子力災害対策重点区域内
が混乱し要請を待ついとまが
ないと認められた場合必要と
判断し要請

要請を伝達

対応状況の報告

燃料調達の要請
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川内オフサイトセンター

(鹿児島県原子力防災ｾﾝﾀｰ)
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主な物資の種類と担当省庁、関係業界団体

物資の種類 担当省庁 主要緊急物資 主な関係業界団体等

給水

厚生労働省

飲料水 周辺自治体水道局

医薬品等
一般薬、紙おむつ、

マスク 等

日本ＯＴＣ医薬品協会、
日本製薬団体連合会、

日本医療機器産業連合会、
日本医薬品卸売業連合会 等

食料等 農林水産省
パン、即席めん類、
おにぎり、缶詰 等

各種食品産業関係団体 等

生活必需品

経済産業省

仮設トイレ、
トイレットペーパー、

毛布 等

什器・備品レンタル協会、
日本家庭紙工業会、

日本毛布工業組合 等

燃料（石油・石油ｶﾞｽ等） ガソリン、軽油 等
石油連盟、全国石油商業組合連合会、

独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ） 等

貸出用機材の種類 担当省庁 主要緊急物資

通信機器 総務省
災害対策用移動通信機器

（衛星携帯電話、MCA端末、簡易無線機）

 被災者の生活の維持のために必要な物資（食料等の生活用品等）の調達・供給は、防災
基本計画第2編 各災害に共通する対策編に基づき実施。

※物資の調達・供給に係る、関係機関等の基本的な対応については、Ｐ96、9７の体制に基づき実施。 98



8．緊急時モニタリングの実施体制
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緊急時モニタリングの体制

100

企画調整グループ

緊急時モニタリングの企画調整を担
い、緊急時モニタリングセンター内の
活動に対する監督を行う。

情報収集管理グループ

中央との情報共有システムを維持・
管理するとともに、緊急時モニタリン
グデータの一元的管理等を行う。

測定分析担当

緊急時モニタリングを実施する。

 国は、施設敷地緊急事態に至った原子力施設の立地道府県に緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（EMC）を設置する。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ（EMC）の体制について、ｾﾝﾀｰ長、企画調整ｸﾞﾙｰﾌﾟ及び情報収集管理ｸﾞﾙｰﾌﾟを川内ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰに、測定分

析担当を鹿児島県環境放射線監視ｾﾝﾀｰに設置する。UPZ外の緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施が求められる場合には、国の要員が中心とな
り、原子力事業者と協力して対応にあたる。

 川内原子力規制事務所に2名の上席放射線防災専門官を配置し、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制を強化。

EMCセンター長

企画調整グループ

緊急時モニタリング

センタ－（ＥＭＣ）

情報収集管理グループ

情報共有

システム等

維持・管理

収集
確認

連絡

調整

企画

総括

測定分析担当

測定
採取 分析

総括
連絡

測定

総括
連絡

ＵＰＺ外

グループ
ＵＰＺ内

グループ

〈設置場所〉

企画調整グループ：川内オフサイトセンター

情報収集管理グループ：川内オフサイトセンター

測定分析担当

UPZ内グループ：鹿児島県環境放射線監視センター

UPZ外グループ：九州電力株式会社 鹿児島支社、

出水営業所/配電事業所

せんだい

かごしまけん

せんだい

せんだい

せんだい

かごしまけん

かごしま

いずみ



川内地域における緊急時モニタリング体制

101
図 鹿児島県における既設固定観測局の設置場所

 川内原子力発電所周辺９市町に、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ地点81地点（下甑島内の3地点及びPAZを除く）を設定し、防
護措置の実施判断に係る連続測定を実施。

 川内原子力発電所敷地境界5地点（原子力事業者）及びPAZ内16地点（鹿児島県）、合わせて21地点の測定局で
連続測定を実施。

 UPZ外については、必要に応じて国が電力事業者の協力を得ながら、航空機やﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ等の機動的手法を用
いて緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを実施。

しもこしきしませんだい

せんだい かごしまけん

かごしまけん

せんだい 【原子力規制庁】
観測局名称の修正中
監視センター局⇒隈之城局
住吉小局⇒住吉局

住吉局



鹿児島県による環境放射線モニタリング機器

 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等（67局）及び電子式線量計（33台）で、川内原子力発電所周辺の空間放射線線量率等を測定

※電源等の喪失が発生しても測定や伝送が中断しないよう、非常用電源や通信回線の強化を実施

・万一、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等が使えなくなった場合に備え、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ（14台） 、GPS追従型線量率測定装置（30
台）を配備

 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ等
・空間放射線量率を測定する測定装置や機材を搭載したﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ（1台）、その他、走行ｻｰﾍﾞｲが可能なﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ車

両を4台、可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等を運搬する専用車両を4台配備
 大気ﾓﾆﾀ（22台）、ﾖｳ素ｻﾝﾌﾟﾗ（6台）

・大気中放射性物質濃度を測定するための機器を整備

102

電子式線量計【33台】
（蓄電池装備）

モニタリングポスト【42局】
（非常用発電機装備）

モニタリングポスト【25局】
（ソーラ発電、蓄電池装備）

大気モニタ【22台】、ヨウ素サンプラ【6台】
（非常用発電機装備）モニタリングカー【1台】

可搬型モニタリングポスト【14台】
（蓄電池装備，携帯・衛星電話通信機能付）

せんだい



緊急時モニタリング結果の共有及び公表

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果は、緊急時放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報共有・公表ｼｽﾃﾑにより集約、EMC等の関係
機関と共有し、防護措置の実施判断に係る検討に活用するとともに、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにより公表。

測
定
結
果
の
集
約

測定結果の共有

測定結果を原子力規制委員会HPで公表

原子力災害
対策本部
（ERC）

鹿児島県
関係市町

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

（EMC）

原子力災害
現地対策本部
（オフサイトセンター）

原子力災害
対策本部
（官邸）

※テレメータ：モニタリング情報収集装置 103

＜各種ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報＞

可搬型ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ

テ
レ
メ
ー
タ※

等

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ等

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｶｰ

電子線量計



緊急時モニタリング実施計画

 施設敷地緊急事態に至った際における、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施項目等は、鹿児島県が策定している「鹿児島県緊急時ﾓﾆ
ﾀﾘﾝｸﾞ計画」を踏まえ、国が「緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ実施計画」により定める。なお、同実施計画は、事態の進展に応じて、
随時、改定を行う。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞは、当該実施計画に基づき緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰが主体となって実施する。また、UPZ外、海域及び
空域等の広域のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞについては国が中心となって原子力事業者等の協力を得て行う。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰでは、防護措置の実施判断のため空間放射線量率の測定を優先して行うとともに、大気中の
放射性物質濃度測定等を行う。

参照の上、策定及び改定

緊急時モニタリング実施計画（例）

【記載する項目の例】
＜実施項目＞

例）
○空間放射線量率の監視強化
○必要に応じた可搬型モニタリングポストの設置
○モニタリングカーによる測定の実施
○大気モニタ、ヨウ素サンプラの起動
○飲食物中の放射性核種濃度の測定 等

＜実施主体＞
例）
○国
○地方公共団体
○原子力事業者
○関係指定公共機関 等

＜情報共有／報告の体制＞
＜注意事項＞ 等

【その他添付資料等の例】
○測定項目一覧
○地図及び観測局等の地点図 等

104＜緊急時モニタリング計画＞

鹿児島県緊急時モニタリング計画

令和２年３月

鹿 児 島 県

かごしまけん かごしまけん



緊急時モニタリングに係る動員計画

 防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づき、平成27年1月に「緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞに係る動員計
画」が策定された。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの広域化や長期化に備え、要員及び資機材の動員についてあらかじめ準備すべき
事項、動員の要請の手順等を定め、要員及び資機材の円滑な動員に資することを目的とする。

105105

※ 各資機材については保有数を記載。

関係機関の要員及び保有資機材数

（令和２年度調査による。鹿児島県及び九州電力を除く。）
＜概要＞

原子力災害対策指針においては、緊急時のモニタリングの
実施に当たって、国、地方公共団体及び原子力事業者は、目
的を共有し、それぞれの責任を果たしながら、連携し、必要に
応じて補い合うこと、関係指定公共機関は専門機関として国、
地方公共団体及び原子力事業者による緊急時モニタリングを
支援することとされている。

動員計画においては、緊急時モニタリングの広域化や長期
化に備え、要員及び資機材の円滑な動員に資するため、
 地方公共団体、原子力事業者、関係指定公共機関等（以

下「関係機関」という。）から動員可能な要員及び資機材の
情報の調査方法

 上述の情報の更新の方法
 緊急時モニタリングセンター、原子力規制委員会・内閣府

原子力事故合同対策本部（全面緊急事態においては、原
子力災害対策本部）事務局及び関係機関の調整プロセス

等について規定。

要員
（数）

可搬型モニタ
リングポスト

（台）

モニタリング
カー（台）

国 １７ ７５ ２２

道府県 ９２２ ２５６ ３９

原子力事業者 ６１２ ５７ ３４

関係指定
公共機関等

９６ ６ ２

かごしまけん


